平成２０年度地域新事業創出発展基盤促進事業費補助金公募要領
（地域新事業移転促進事業）
平成２０年２月２５日
経済産業省
立地環境整備課
１．本事業の趣旨

地域社会においては、高齢者・障害者の介護・福祉から、子育て支援、青少年・生涯教育、まちづくり・まちおこし・観光、環境保護に至るまで様々な社会的課題が顕在化しています。こうした社会的課題に対しては、従来公的セクター（行政）が解決策を提供してきました。しかし、今後、地域の抱える課題が量・多様性共に増大していく方向へ進むであろうことを踏まえれば、行政が課題の全てを解決する形は限界を迎える又は極めて非効率になると考えられます。地域の社会的課題の解決に、地域住民や民間事業者がビジネスとして取り組み（２．「コミュニティビジネス」の定義参照）、より効率的・効果的に解決することができれば、行政コストが削減されるだけではなく、地域における新たな起業や雇用の機会創出等を通じた地域活性化につながると期待されます。すなわち、コミュニティビジネスは地域の自立的・持続的な発展、活性化を実現する役割を担うと期待されます。

しかし、現状では、地域においては、そもそも課題の抽出に失敗している、或いは、コミュニティビジネスの自立・持続的なビジネスモデルが構築できない、等により、コミュニティビジネスによる地域課題の解決に至っていないケースが多いのが実情です。

一方では、独自の革新的な手法により、効率的・効果的なビジネスモデルを構築し、自立・持続可能なビジネスとして、地域の課題に対する解決策を事業として提供しているコミュニティビジネスの主体も存在します。
そこで、このように既にある地域においてその効果が実証されているコミュニティビジネスモデルのノウハウの類似課題を抱えている他地域への移転・応用を促進することで、当該地域の課題解決に対して実効性の高い新たなコミュニティビジネスを創出することになり、我が国全体として、より広い範囲において、社会的課題が解決されるとともに、地域の自立的・持続的な発展、活性化が図られるものと考えています。

また、農山漁村地域においては、過疎化・高齢化、またはそれによる担い手の不足、農地資源、森林資源など地域資源の保全管理の危機、地域経済（農林水産業）の衰退といった課題を抱えています。そのため、地域の産品、農地、森林資源、人などの潜在能力、発展可能性を活用し、都市部等のニーズとつなぐなどの手法によって、これらの課題を解決しうる新しい事業を創出していくような人材を育成することが、農山漁村地域の活性化にとって重要です。そこで、
１．現在自立的・持続的に活動を行っているコミュニティビジネスの事業者（民間団体等）が、自らの事業モデル・ノウハウを他の類似の課題を抱えている地域の事業者に移転し、当該地域の課題を自立的・持続的に解決しうる新たなコミュニティビジネスを育成する事業（コミュニティビジネスノウハウ移転・支援事業）、又は
２．現在、農山漁村地域の産品、農地、森林資源、人などの潜在能力、発展可能性を活用し、都市部等のニーズ、資源をつなぐなどの手法によって、農山漁村地域に係る課題解決のための事業を実施している事業者（民間団体等）が、農山漁村地域に係る課題の解決を事業として行おうとする意思と能力を兼ね備えた人材を育成する事業（農商工連携等促進人材創出事業（村おこしに燃える若者等創出事業））
に対して、地域新事業創出発展基盤促進事業費補助金（地域新事業移転促進事業）を交付することとし、対象事業を広く一般から公募することといたしましたので、補助金の交付を希望する場合は本要領に基づき、ご応募ください。
２．「コミュニティビジネス」の定義
地域の課題解決や、地域資源の発掘・活用などをビジネスチャンスとして捉え、主に地域住民等が主体となって、①地域活性化や社会貢献と②事業の自立・持続発展の双方を実現しようとするビジネス。

※株式会社や有限会社などの営利法人、ＮＰＯ法人、ＬＬＰ、ＬＬＣ、企業組合など、ビジネスを行うための組織形態は問わない。

※ビジネスである以上、自立的に回転していくために必要なビジネスモデルの構築、事業マネジメント・経営・組織管理等の能力を兼ね備えていることが必要とされ、単なるボランティア活動を主とするものや、その収支構造が専ら行政等の委託・助成に依っているものは除く。
※主な活動領域例としては、まちづくり、地域資源活用、教育、子育て支援、介護・福祉、環境など
３．コミュニティビジネスノウハウ移転・支援事業について
（１）補助対象事業
自立的・持続的に自らが実施しているコミュニティビジネスの事業モデル・ノウハウを他の類似の課題を抱えている他の地域の事業者に移転し、当該地域の課題を自立・持続的な事業を通じて解決しうる新たなコミュニティビジネスを育成するために実施する以下の事業（ただし、①のみの実施は不可。）を行おうとする法人格を有する民間団体等（ＮＰＯ法人、公益法人、株式会社等）に対し事業に係る人件費・事業費を補助します。（対象となる経費の区別は別表のとおり。）
①事業モデル・ノウハウの標準化事業

自らの事業モデル・ノウハウを体系的に整理、標準化・可視化し、他の地域に移転する際に使用・提供するマニュアルやテキストを整備する事業
②移転先地域におけるハンズオン支援事業
移転先地域において、移転先となる事業者が移転事業のモデル・ノウハウを応用し、地域において自立・持続的なコミュニティビジネスを確立・実施するために必要となるビジネスモデルの構築、必要な地域のネットワーク・資源の確保、ノウハウの取得などをハンズオンで支援する事業
（２）事業実施期間、補助金額等について
①事業実施期間
補助金交付決定日から平成２１年３月末日まで
②補助金交付先
法人格を有する民間団体等（ＮＰＯ法人、公益法人、株式会社等）　
③補助率及び補助予定額

補助率：定額補助

補助予定額：１件あたり、１２,５００千円程度以内（ただし、下限は１,０００千円）を予定。ただし、提案内容に基づき審査の上決定。

④採択予定件数

８件程度。ただし、提案内容に基づき審査の上決定。
　　　⑤平成２０年度予算の国会での成立を前提としています。

（３）応募資格

　　次の①～③の要件をすべて満たす法人格を有する民間団体等（ＮＰＯ法人、公益法人、株式会社等）とします。

　　①事業遂行能力
　　　　　単独又はアドバイザーの活用などにより、（４）にいう基準を満たす事業を展開できる能力、組織的コミットメント、人員、外部ネットワーク等を有しており、十分な執行体制を確保していること。または、当該体制を確保するための手段が具体的かつ合理的に示されていること。

　　②確立された事業モデル・ノウハウの保有、再現性
　　　　　地域課題の解決のための事業を自立的・持続的に実施するための確立された核となるビジネスモデル・ノウハウを保有し、当該事業において相当程度の実績が存在すること。また、当該ビジネスモデル・ノウハウが、現に活動している地域の課題解決のみに資するものではなく、他地域においても再現性が高いものであると認められること。
③経営基盤・資金管理能力

　　　　　本件補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有しており、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
なお、補助金の支払いについては、通常は翌年度４月１０日までに実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。特に必要と認められる場合、年度の途中での事業の進捗状況を確認し、代金の支払いが済んでいることを確認した上で、当該部分に係る補助金が支払われる（概算払い）場合もあります。
（４）提案事業の審査基準

応募資格を満たしていることを前提に、いただいた提案について、以下の基準に照らした審査を行い、補助事業者を決定します。
　　①政策目的への合致性
　　　　　提案された事業内容が、本補助事業の政策目的を正しくかつ十分に理解し、その実現に寄与する内容のものであること。
　　②事業の規模

　提案された事業内容が、複数の地域にビジネスモデル・ノウハウを移転（３～５地域程度を想定）するものであること。また、できるだけ、地理的に広範囲にわたって移転することが望ましい。
　　③移転先の選定方法
　　　　　移転先となる事業者は具体的に想定されていることが望ましい。その場合は、当該事業者を想定している根拠・理由を示すこと。なお、応募時点で具体的に想定されていない場合も、移転先となる事業者をどのような根拠・理由及び手段によって選定・確保するのか具体的かつ合理的に提案すること。

④実施内容の具体性・現実性・確実性
　　提案された事業について、具体的に実施体制、実施スケジュール、経費等が明確にされており、かつ、これらが現実的であり、確実な事業の遂行が可能であると認められること。
　⑤事業の実効性、ソーシャルインパクトの度合い
　　　　提案された事業が実効性の観点から効果的なものであり、移転先の地域において新たなコミュニティビジネスの確立に対し相当程度寄与するものと認められ、かつ、当該地域における社会的、経済的インパクトが大きく、地域の活性化に寄与するものと認められること。
　⑥成果目標の具体性、評価性
　他地域の事業者へビジネスモデル・ノウハウを移転するために要する期間は、原則１年又は２年以内とする。（ただし、２年にわたる場合、次事業年度開始前に実施する公募にその都度応じ、採択審査を受けることを要し、当年度の採択は次年度の採択継続を担保するものではない。）また、事業の成果は、ビジネスモデル・ノウハウの移転が終了した時点で、移転先の事業者が当該ビジネスモデル・ノウハウを活用して、自立して継続的に当該事業を実施している、または一定期間後に自立して継続的に実施する段階に到達することとする。
以上を前提に、各事業年度終了時の成果目標が具体的に明示されており、かつ、当該成果を評価するための評価軸が明確にされており、かつ、当該評価軸が客観的にも計測可能であること。また、示された成果目標と、提案事業の実施内容が具体的かつ合理的に結び付いていることが示されていること。（なお、事業年度終了時には当該成果の発表を行う場を経済産業省において設ける。）
　⑦自立・持続へのアクションプランの提示

　　　　補助事業終了後に、別途の財源を手当するか受益者負担の仕組みを構築すること等により、提案事業の自立化を指向し、持続性あるものとして確立するためのアクションプランが示されていること。
４．農商工連携等促進人材創出事業（村おこしに燃える若者等創出事業）について

（１）補助対象事業

農山漁村地域の産品、農地、森林資源、人などの潜在能力、発展可能性を活用し、都市部等のニーズ、資源をつなぐなどの手法によって、農山漁村地域に係る課題解決のための事業（※）を実施している事業者等が、農山漁村地域に係る課題の解決を事業として行おうとする意思と能力を兼ね備えた人材を育成するために実施する以下の事業（ただし、①②のみの実施は不可）を行おうとする法人格を有する民間団体等（ＮＰＯ法人、公益法人、株式会社等）に対し事業に係る人件費・事業費を補助します。（対象となる経費の区別は別表のとおり。）
①事業モデル・ノウハウの標準化事業

自らの事業モデル・ノウハウを体系的に整理、標準化・可視化し、人材育成の研修や実践活動の際に使用・提供するマニュアルやテキストを整備する事業

②農商工連携等促進人材の発掘、研修事業

農山漁村地域に係る課題の解決を事業として行おうとする意思のある人材を発掘し、座学又はＯＪＴなどの手法により、農山漁村地域に係る課題解決のための事業を立案するために必要な知識、技術などを研修する事業
　　　③農商工連携等促進人材の実践活動支援事業
農山漁村地域に係る課題の解決を事業として行おうとする意思のある人材が立案した具体的な課題解決のための事業を地域において試験的に実施することをハンズオンで支援する事業
　　　
　　　※「農山漁村地域における課題」とは、例えば以下のようなものが挙げられる。

　　　　　・過疎化高齢化、またはそれによる担い手不足

　　　　　・農地資源、森林資源など地域資源の保全管理の危機

　　　　　・地域経済（農林水産業）の衰退

　　　　　　等

　　　※「農山漁村地域の産品、農地、森林資源、人などの潜在能力、発展可能性を活用し、都市部等のニーズ、資源をつなぐなどの手法」による「農山漁村地域に係る課題の解決のための事業」とは、例えば以下のようなものが挙げられる。
　　　　　・体験型、滞在型観光（グリーンツーリズムなど）の企画、実践
　　　　　・農産物、水産物等を使用した新たな特産品の開発、販路開拓

　　　　　・農業や林業の新しい生産方法、技術を開発・活用して、当該農山村地域における生産性、品質の向上を図る事業
　　　　　・農山村ボランティア（就農、就林業）と農林業者のマッチング
　　　　　・都市部の企業の農山漁村における新規事業展開（食品開発、バイオマス燃料開発など）と農山漁村資源とのマッチング

　　　　　　等
（２）事業実施期間、補助金額等について

①事業実施期間
補助金交付決定日から平成２１年３月末日まで
②補助金交付先
法人格を有する民間団体等（ＮＰＯ法人、公益法人、株式会社等）　

③補助率及び補助予定額

補助率：定額補助

補助予定額：１件あたり、１６,０００千円程度以内（ただし、下限は１,０００千円）を予定。ただし、提案内容に基づき審査の上決定。

④採択予定件数

１０件程度。ただし、提案内容に基づき審査の上決定。

　　⑤平成２０年度予算の国会での成立を前提としています。
（３）応募資格

　　　次の①～③の要件をすべて満たす法人格を有する民間団体等（ＮＰＯ法人、公益法人、株式会社等）とします。

　　①事業遂行能力

　　　　　単独又はアドバイザーの活用などにより、（４）にいう基準を満たす事業を展開できる能力、組織的コミットメント、人員、外部ネットワーク等を有しており、十分な執行体制を確保していること。または、当該体制を確保するための手段が具体的かつ合理的に示されていること。

　　②確立された事業モデル・ノウハウの保有等
　　　　　農山漁村地域の産品、農地、森林資源、人などの潜在能力、発展可能性を活用し、都市部等のニーズ、資源をつなぐなどの手法による農産漁村地域に係る課題解決のための事業を自立的・持続的に実施するための確立された核となるビジネスモデル・ノウハウを保有し、当該事業において相当程度の実績が存在すること。または、人材育成事業に関し、確立されたノウハウを有し、相当程度の実績が存在すること。
③経営基盤・資金管理能力

　　　　　本件補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有しており、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
（４）提案事業の審査基準

応募資格を満たしていることを前提に、いただいた提案について、以下の基準に照らした審査を行い、補助事業者を決定します。

　　①政策目的への合致性

　　　　　提案された事業内容が、本補助事業の政策目的を正しくかつ十分に理解し、その実現に寄与する内容のものであること

　　②事業の規模

　提案された事業内容が、複数の人材を育成する内容となっていること。
　　③育成対象人材の発掘方法
　　　　　育成対象となるべき潜在能力のある人材の確実な発掘方法が具体的かつ合理的に明示されていること。なお、単なる学究活動又は企業活動の一環としての当該人材の参加は対象外とする。
④育成対象人材が研修又は実践活動を行う地域の選定、協力体制の確保

　　　育成対象となる人材がＯＪＴ研修及び立案した農山漁村の課題解決のための事業を試験的に実施する地域の適切な選定がなされ、当該地域の協力体制が確保されていること。若しくは適切な選定を行い、協力体制を確保するための具体的な方策を示すこと。

⑤実施内容の具体性・現実性・確実性

　　提案された事業について、具体的に実施体制、実施スケジュール、予算等が明確にされており、かつ、これらが現実的であり、確実な事業の遂行が可能であると認められること。
　⑥事業の実効性

　　　　提案された事業が実効性の観点から効果的なものであり、農山漁村地域の課題解決に資する人材の育成に相当程度寄与するものと認められること。
　⑦成果目標の具体性、評価性

　当該人材を育成するための事業期間は最長で３年とする。（ただし、２または３年にわたる場合、次事業年度開始前に実施する公募にその都度応じ、採択審査を受けることを要し、当年度の採択は次年度以降の採択継続を担保するものではない。）また、事業の成果は、人材育成が終了した時点で、育成される人材が、農山漁村地域の産品、農地、森林資源、人などの潜在能力、発展可能性を活用し、都市部等のニーズ、資源をつなぐなどの手法によって、農山漁村地域に係る課題を解決しうる新しい事業を創出できる能力を取得することとする。
以上を前提に、各事業年度終了時の成果目標が具体的に明示されており、かつ、当該成果を評価するための評価軸が明確にされており、かつ、当該評価軸が客観的にも計測可能であること。また、示された成果目標と、提案事業の実施内容が具体的かつ合理的に結び付いていることが示されていること。（なお、事業年度終了時には当該成果の発表を行う場を経済産業省において設ける。）

　⑧自立・持続へのアクションプランの提示

　　　　補助事業終了後に、別途の財源を手当する等により、提案事業の自立化を指向し、持続性あるものとして確立するためのアクションプランが示されていること。
５．公募期間

平成２０年２月２５日（月曜日）～平成２０年４月２５日（金曜日）まで

６．応募方法

応募者は別紙様式に従い、Ａ４サイズの用紙を用いて提案書を作成し（提案書には必ず頁番号を付けること）、正副各１部を公募期間内に持参又は郵送してください。（郵送の場合は期間内に必着のこと。）

なお、別紙様式以外に補足説明資料（様式自由）を加えていただくことは可能です。（この場合も正副各１部を提出してください。）

郵送の際は、表面に、「平成２０年度地域新事業移転促進事業（カッコ書きでコミュニティビジネスノウハウ移転・支援事業か農商工連携等促進人材創出事業かを明記すること）に関する提案書在中」と朱書の上、ご送付ください。

７．公募説明会について

　　各地方経済産業局において、公募説明会を実施いたします。

日時・場所については、別途経済産業省本省及び各地方経済産業局のホームページにてお知らせいたします。
８．選定審査について
（１）補助金交付先の決定については、応募資格要件や事業要件にかかる一次審査（書類審査）、外部有識者による審査委員会の二次審査（経済産業省本省においてプレゼンテーション、ヒアリングなどを実施する予定）というプロセスを経て選定する予定です。
　（２）審査の経過に関するお問い合わせには一切応じられませんので、ご了承ください。
（３）審査の結果については、５月中旬（予定）、経済産業省本省及び各地方経済産業局のホームページにて公表いたします。

９．その他

（１）提案書の受理
提出された提案書類に不備がある場合は受理できませんので、ご注意ください。
（２）提案書類の取扱い

提案書、その他の書類は補助交付先選定のためにのみ利用します。また、受理した提案書、その他の書類については返却いたしません。

機密保持には十分配慮いたしますが、提案が採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となり得る旨、あらかじめご了承ください。

（３）その他

補助交付先として選定された場合、別途公表する補助金交付要綱に基づき、補助金交付申請書の提出が必要となります。なお、具体的な申請額については、採択にあたっての審査結果等を精査のうえ決定いたします。そのため、補助額が提案の金額と同じになるとは限りません。
また、補助金交付要綱に基づき、補助事業者には、補助事業において厳格な補助金の経理、経費支出根拠となる書類等の整備、保管が求められます。補助事業終了後の経済産業省による確定検査において、当該支出が、補助対象経費と認められない場合や支出の根拠書類等に不備がある場合は、補助金が減額されることがあります。

１０．提案書提出先、お問い合わせ先

応募者の主な活動拠点が所在する地域を管轄する各地方経済産業局の担当課（別紙参照）までご提出、お問い合わせください。
お問い合わせ時間：土日休日を除く９：３０～１７：１５
なお、経済産業省本省におけるお問い合わせ先は下記のとおりです。（ただし、本省では提案書の受付はできませんのでご了承ください。）
　　　経済産業省地域経済産業グループ立地環境整備課

　　　〒１００－８９０１　東京都千代田区霞が関１丁目３番１号
電話：０３－３５０１－０６４５（直通）、ＦＡＸ：０３－３５０１－６２３１
お問い合わせ時間：土日休日を除く９：３０～１８：１５

別表　補助対象経費（予定）
○コミュニティビジネスノウハウ移転・支援事業
	補助事業の区分
	補　　助　　対　　象　　経　　費

	
	経費の区分
	内　　　　　　容

	(１)事業モデル・ノウハウの標準化事業
	人件費
	職員人件費

	
	
	謝金
	アドバイザー謝金、専門家謝金

	
	
	旅費
	職員旅費、アドバイザー旅費、専門家旅費

	
	
	委託費
	マニュアル作成を委託する経費

	
	
	事務庁費

	印刷製本費、会議費、会場借料、通信運搬費、補助職員手当等

	(２)移転先地域へのハンズオン支援事業
	人件費
	職員人件費

	
	
	謝　　　金
	アドバイザー謝金、専門家謝金

	
	
	旅　　　費
	職員旅費、アドバイザー旅費、専門家旅費、移転先事業者職員旅費（ただし、補助事業者の事業の視察、実地経験のためのものに限る。）



	
	
	事務庁費

	印刷製本費、会議費、会場借料、機器等借料、通信運搬費、補助職員手当等


【補助対象経費の説明】

（１）事業モデル・ノウハウの標準化事業

ア　人件費

　・職員人件費

補助事業者において、当該事業の実施に従事する者に支払われる直接人件費

イ　謝金

　・アドバイザー謝金

当該事業におけるビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化に協力する者に対して支払われる謝金

　・専門家謝金

　　当該事業におけるビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化に協力する、より高度な専門知識（税務、会計、法律等）を有する者に対して支払われる謝金

ウ　旅費

　・職員旅費

　補助事業者において、当該事業に従事する者が事業の遂行のために必要な旅費（アドバイザーや専門家との打ち合わせ等に要するもの等）

・アドバイザー旅費

当該事業におけるビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化に協力する者に対して支払われる打ち合わせ等のために要する旅費

　・専門家旅費

当該事業におけるビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化に協力する、より高度な専門知識（税務、会計、法律等）を有する者に対して支払われる打ち合わせ等のために要する旅費

　エ　委託費

　　・マニュアル作成を委託する経費

　　　当該事業においてビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化を法人事業者に委託する場合に要する経費

　オ　事務庁費

　　　・印刷製本費

　　　当該事業においてビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化したテキスト等を作成する経費

　　　・会議費

　　　当該事業においてアドバイザーや専門家との打ち合わせ等の会議におけるお茶代

　　・会場借料

　　　　当該事業においてアドバイザーや専門家との打ち合わせ等の会議における会場借料

・通信運搬費

　　　　当該事業を実施するために必要な郵送料等に要する経費（電話代及び振込手数料、当該事業に関する経済産業局等への申請並びに補助事業者が求める経済産業省本省・局との協議や打ち合わせ等に要した交通費等は対象になりません。）

　　　・補助職員手当

　　　　　当該事業を実施するために必要なアルバイト等の雇い入れに要する経費
（２）移転先地域へのハンズオン支援事業

ア　人件費

・職員人件費

補助事業者において、当該事業の実施に従事する者に支払われる直接人件費

イ　謝金

　　・アドバイザー謝金

　　　当該事業の実施において、補助事業者の移転先地域での支援活動に協力、サポートする者に対して支払われる謝金

　　・専門家謝金

　　　当該事業の実施において、補助事業者の移転先地域での支援活動をより高度な専門知識（税務、会計、法律等）、技術のもとでサポートする者に対して支払われる謝金

ウ　旅費

　　・職員旅費

　　　補助事業者において、当該事業に従事する者が事業の遂行のために必要な旅費

　　・アドバイザー旅費

　　　当該事業の実施において、補助事業者の移転先地域での支援活動に協力、サポートする者に対して支払われる旅費

　　・専門家旅費

　　　当該事業の実施において、補助事業者の移転先地域での支援活動をより高度な専門知識（税務、会計、法律等）、技術のもとでサポートする者に対して支払われる旅費

　　・移転先事業者職員旅費（ただし、補助事業者の事業の視察、実地経験のためのものに限る。）

　　　当該事業の実施において移転先の団体となる事業者の事業に従事する者が、ノウハウの移転の一貫として補助事業者が実施している事業を視察、実地経験するための旅費

エ　事務庁費

　　　・印刷製本費

　　　　当該事業において移転先地域での支援活動に使用する資料等の作成に要する経費

　　　・会議費

　　　　当該事業における移転先団体やアドバイザー、専門家との打ち合わせ等の会議におけるお茶代

　　　・会場借料、機器等借料

　　　　当該事業において現地における支援の一貫として支援先地域で実施する地域のネットワーク構成等のための会議やイベント等で使用する会場、必要な機器等の借上料

　　　・通信運搬費

　　　　当該事業を実施するために必要な郵送料、機械・機材等の運搬のために要する経費（電話代及び振込手数料、当該事業に関する経済産業局等への申請並びに補助事業者が求める経済産業省本省・局との協議や打ち合わせ等に要した交通費、資料等運搬以外のためのタクシー代等は対象になりません。）

　　　・補助職員手当

　　　　当該事業を実施するために必要なアルバイト等の雇い入れに要する経費

○農商工連携等促進人材創出事業
	補助事業の区分
	補　　助　　対　　象　　経　　費

	
	経費の区分
	内　　　　　　容

	(１)事業モデル・ノウハウの標準化事業
	人件費
	職員人件費

	
	
	謝金
	アドバイザー謝金、専門家謝金

	
	
	旅費
	職員旅費、アドバイザー旅費、専門家旅費

	
	
	委託費
	マニュアル作成を委託する経費

	
	
	事務庁費

	印刷製本費、会議費、会場借料、通信運搬費、補助職員手当等

	(２) 農商工連携等促進人材の発掘、研修事業
	人件費
	職員人件費

	
	謝金
	アドバイザー謝金、専門家謝金

	
	旅費
	職員旅費、アドバイザー旅費、専門家旅費、育成対象者旅費



	
	事務庁費

	印刷製本費、会議費、会場借料、機器等借料、通信運搬費、補助職員手当等

	(３)　農商工連携等促進人材の実践活動支援事業
	人件費
	職員人件費

	
	
	調査費
	実践活動に付随する調査費

	
	
	謝　　　金
	アドバイザー謝金、専門家謝金

	
	
	旅　　　費
	職員旅費、アドバイザー旅費、専門家旅費、育成対象者旅費



	
	
	事務庁費

	印刷製本費、会議費、会場借料、機器等借料、通信運搬費、補助職員手当等


【補助対象経費の説明】

（１）事業モデル・ノウハウの標準化事業

ア　人件費

　・職員人件費

補助事業者において、当該事業の実施に従事する者に支払われる直接人件費

イ　謝金

　・アドバイザー謝金

当該事業におけるビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化に協力する者に対して支払われる謝金

　・専門家謝金

　　当該事業におけるビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化に協力する、より高度な専門知識（税務、会計、法律等）を有する者に対して支払われる謝金

ウ　旅費

　・職員旅費

　補助事業者において、当該事業に従事する者が事業の遂行のために必要な旅費（アドバイザーや専門家との打ち合わせ等に要するもの）

・アドバイザー旅費

当該事業におけるビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化に協力する者に対して支払われる打ち合わせ等のために要する旅費

　・専門家旅費

当該事業におけるビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化に協力する、より高度な専門知識（税務、会計、法律等）を有する者に対して支払われる打ち合わせ等のために要する旅費

　エ　委託費

　　・マニュアル作成を委託する経費

　　　当該事業においてビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化を法人事業者に委託する場合に要する経費

　オ　事務庁費

　　　・印刷製本費

　　　当該事業においてビジネスモデル・ノウハウのマニュアル化したテキスト等を作成する経費

　　・会議費

　　　当該事業においてアドバイザーや専門家との打ち合わせ等の会議におけるお茶代

　　・会場借料

　　　　当該事業においてアドバイザーや専門家との打ち合わせ等の会議における会場借料

・通信運搬費

　　　　当該事業を実施するために必要な郵送料等に要する経費（電話代及び振込手数料、当該事業に関する経済産業局等への申請並びに補助事業者が求める経済産業省本省・局等との協議や打ち合わせ等に要した交通費等は対象になりません。）

　　　・補助職員手当

　　　　当該事業を実施するために必要なアルバイト等の雇い入れに要する経費

（２）農商工連携等促進人材の発掘、研修事業

ア　人件費

・職員人件費

補助事業者において、当該事業の実施に従事する者に支払われる直接人件費

イ　謝金

　・アドバイザー謝金

　　　当該事業の実施において、農商工連携等促進人材育成のための研修に協力する者に対して支払われる謝金

　　・専門家謝金

　　　当該事業の実施において、農商工連携等促進人材育成のための研修に、より高度な専門知識（税務、会計、法律等）、技術のもとで協力する者に対して支払われる謝金

ウ　旅費

　　・職員旅費

　　　補助事業者において、当該事業に従事する者が事業の遂行のために必要な旅費

　　・アドバイザー旅費

　　　当該事業の実施において、農商工連携等促進人材育成のための研修に協力する者に対して支払われる旅費

　　・専門家旅費

　　　当該事業の実施において、農商工連携等促進人材育成のための研修に、より高度な専門知識（税務、会計、法律等）、技術のもとで協力する者に対して支払われる謝金

　　・育成対象者旅費

　　　当該事業の実施において、育成対象人材が研修を受けるために要する旅費（ただし、滞在費及び補助事業者が実施する育成対象者選抜のための面接等のために発生する旅費は対象外とする。）
エ　事務庁費

　　　・印刷製本費

　　　　当該事業において研修に使用する資料等の作成に要する経費

　　　・会議費

　　　　当該事業におけるアドバイザー、専門家、育成対象人材、ＯＪＴ受け入れ地域の協力者等との打ち合わせ等の会議におけるお茶代

　　　・会場借料、機器等借料

　　　　当該事業において研修に使用する会場、必要な機器等の借上料

　　　・通信運搬費

　　　　当該事業を実施するために必要な郵送料、機械・機材等の運搬のために要する経費（電話代及び振込手数料、当該事業に関する経済産業局等への申請並びに補助事業者が求める経済産業省本省、局等との協議や打ち合わせ等に要した交通費、資料等運搬以外のためのタクシー代等は対象になりません。）

　　　・補助職員手当

　　　　当該事業を実施するために必要なアルバイト等の雇い入れに要する経費

（３）農商工連携等促進人材の実践活動支援事業

　ア　人件費

・職員人件費

補助事業者において、当該事業の実施に従事する者に支払われる直接人件費

イ　調査費

　・実践活動に付随する調査費

　　育成対象人材が、立案した地域課題解決のための事業を地域で試験的に実施することに付随する調査活動や研究活動などに要する経費（地域住民への調査ヒアリングの謝礼、当該地域の自治体や民間団体等が実施する有料セミナー等への参加費等）

ウ　謝金

　　・アドバイザー謝金

　　当該事業の実施において、補助事業者の育成対象人材への支援活動に協力、サポートする者に対して支払われる謝金

　・専門家謝金

　　　当該事業の実施において、補助事業者の育成対象人材への支援活動をより高度な専門知識（税務、会計、法律等）、技術のもとでサポートする者に対して支払われる謝金

エ　旅費

　　・職員旅費

　　　補助事業者において、当該事業に従事する者が事業の遂行のために必要な旅費

　　・アドバイザー旅費

　　　当該事業の実施において、補助事業者の育成対象人材への支援活動に協力、サポートする者に対して支払われる旅費

　　・専門家旅費

　　　当該事業の実施において、補助事業者の育成対象人材への支援活動をより高度な専門知識（税務、会計、法律等）、技術のもとでサポートする者に対して支払われる旅費

　　・育成対象者旅費

　　　　当該事業の実施において育成対象人材が、立案した地域課題解決のための事業を試験的に実施するために要する旅費（ただし、滞在費は除く。）
オ　事務庁費

　　　・印刷製本費

　　　　当該事業において育成対象人材への支援活動に使用する資料等の作成に要する経費

　　　・会議費

　　　　当該事業におけるアドバイザー、専門家、育成対象人材、地域の協力者等との打ち合わせ等の会議におけるお茶代

　　　・会場借料、機器等借料

　　　　当該事業において育成対象人材への支援の一貫として実施する地域のネットワーク構成等のための会議やイベント等で使用する会場、必要な機器等の借上料

　　　・通信運搬費

　　　　当該事業を実施するために必要な郵送料、機械・機材等の運搬のために要する経費（電話代及び振込手数料、当該事業に関する経済産業局等への申請並びに補助事業者が求める経済産業省本省・局等との協議や打ち合わせ等に要した交通費、資料等運搬以外のためのタクシー代等は対象になりません。）

　　　・補助職員手当

　　　　当該事業を実施するために必要なアルバイト等の雇い入れに要する経費
別紙　公募に関する受付及びお問い合わせ先
	経済産業局等
	所在地／ＴＥＬ＆ＦＡＸ＆ＵＲＬ
	管轄する

	（担当課室）
	
	都道府県

	北海道経済産業局
地域経済部
新規事業課
	〒060-0808　札幌市北区北８条西２丁目札幌第１合同庁舎
TEL:011-700-2251、FAX:011-707-1786
http://www.hkd.meti.go.jp 
	北海道

	東北経済産業局
地域経済部
産業支援課
	〒980-8403　仙台市青葉区本町３－３－１仙台合同庁舎
TEL：022-263-1167、FAX：022-223-2658
http://www.tohoku.meti.go.jp
	青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

	関東経済産業局
産業部
産業振興課（コミュニティ

ビジネス推進チーム）
	〒330-9715　さいたま市中央区新都心１－１さいたま新都心合同庁舎１号館
TEL：048-600-0344、FAX：048-601-1312
http://www.kanto.meti.go.jp
	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、山梨、静岡

	中部経済産業局
産業部
流通サービス産業課

サービス産業室
	〒460-8510　名古屋市中区三の丸２－５－２
TEL：052-951-0598、FAX：052-961-9885
http://www.chubu.meti.go.jp
	愛知、岐阜、三重、富山、石川、

	近畿経済産業局
地域経済部
地域開発室
	〒540-8535　大阪市中央区大手前１－５－４４大阪合同庁舎１号館
TEL：06-6966-6012、FAX：06-6966-6077
http://www.kansai.meti.go.jp
	福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

	中国経済産業局
産業部
参事官

（投資交流・サービス担当）
	〒730-8531　広島市中区上八丁堀６－３０広島合同庁舎
TEL：082-224-5655、FAX：082-224-5642
http://www.chugoku.meti.go.jp
	鳥取、島根、岡山、広島、山口

	四国経済産業局
「3.ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽﾉｳﾊｳ移転･支援事業」

産業部　流通･ｻｰﾋﾞｽ産業室 
｢4.農商工連携等促進人材創出事業｣

地域経済部　地域経済課
	〒760-8512　高松市サンポート３－３３

TEL：087-811-8524、FAX：087-811-8556

TEL：087-811-8513、FAX：087-811-8554

http://www.shikoku.meti.go.jp
	徳島、香川、愛媛、高知

	九州経済産業局
総務企画部
企画課
	〒812-8546　福岡市博多区博多駅東２－１１－１
TEL：092-482-5414、FAX：092-482-5947
http://www.kyushu.meti.go.jp
	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

	沖縄総合事務局
経済産業部
地域経済課
	〒900-8530　沖縄県那覇市前島２－２１－７
TEL：098-866-0067、FAX：098-860-1375
http://ogb.go.jp/move/
※平成20年3月24日より新庁舎へ移転します。　

　新庁舎移転後の受付及びお問い合わせ先は、下記のとおりになります。

〒900-0006　沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

　　　　　　那覇第２地方合同庁舎２号館

TEL:098-866-1730　FAX:098-860-1375
	沖縄
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